
マ/L/テ ィン・ヌニェスのウエ/L/タ ーー海岸部

ミシュテカ地方におけるスペイン人農牧生産

の起源 (メ キシヨ,オ アハカ州,1560-1596)

La huerta de Martin Nirflez: el origen de

producci6n agropecaaria espafiola en

Mixteca Costera, 1560-1596

高 橋   均
丼

Hitoshi lrakahashi               .

Sπ 72zα /zθ

Esta monografia indaga el origen y el desarro■ o de una huerta de ca¨

cao en la segunda rrlitad del siglo XVIo Era una empresa agropecuaria s“ ′

多″″′s:en primer lugar,fue maneiada pOr una compania entre Martin N■ ‐

iez,propietario local, y don]Luis de Castilla, encOmendero de Tututepec,

tcabecera de esta provincia,por lo que representa una fase intermedia de la

transici6n del sistlna de encomienda a el de hacienda,asi como un ensayo

por part edel encOmendero para sobrevivir esta fase dificil sin convertirse en

hacendadO.Su administraci6n contaba con 10s recursos derivados de la en‐

.conlinda: provisi6n de maiz para el mantenimiento de los esclavOs y,a ve‐

ces,10s prOpios indiOs de serviciO.Era una restauraci6n de la agricultura inte…

nsiva indigena,y cOntaba con 10s mercadOs indigenas para el producto.Al‐

rededor de 1575,en esta regi6n se fundarOn empresas ganaderas,por lo que

sufrierOn muchOs daiOs cOn la invasi6n de los ganados,asi la huerta cOmO
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los indigenas comarcanos. Por 1o mismo se aliaron ambas partes para recha-

zar los ganaderos, entablando pleitos contra estos, hasta que el huertero se

vi6 forzado a vender su empresa a uno de los ganaderos; con lo cual ter-

min6 esta fase efimera de la huerta y de cacao y se abri6 una 6poca de las ha-

cienda y ganado mayor.

16世紀後半,征服後五十年を閲したヌエバ・エスパニャ経済 において,農

業部門の生産組織に根本的な変化が兆 しつつあった。所謂エンコミエンダから

アシエングヘの移行がそれである.

Encomiendaと は「信託」の意である。王権がみずからの権利と義務とを私

人に信託する。権利とは,一定地域の原住民から貢租賦役を徴する権利であ り,

義務とは,これを保護 し改宗させる義務である。実際には,征服功労者 (COn‐

quistadores)に 対する恩賞の色合が濃い。信託された地域は広義の所領を構成す

るわけだが,住民の身分はスペイン国王の自由なる臣民であって,奴隷 (escla‐

VO)で も農奴 (siervO)で もない。中世領主制と載然と異なる点は,王権がいかな

る裁判権をも信託 しなかった点である.

Haciendaの語は,本来動産不動産を問わずあらゆる財産を指 したが,やが

て農村における土地財産の大なるものをとくに指すようになった。土地所有権

は一元的・排他的であ り,典型的には常雇・臨時雇の賃金労働力を用いて農耕

牧畜の直接経営をなす。

曾て今世紀前半には,前者をもって後者の起源となす説がおこなわれたが,

Silvio Zavalaが 詳細な法制史研究を行って,前者において信託せられた権利中

には些かの土地所有権も含まれていないことを明らかにした。このため,エ ン

コミエンダのみを供与されても,別途土地の下賜 (merced)を受けない限 り,

農牧生産を直接経営するわけにはゆかない。たとえ賦役を徴 しても,或いは征

月駐戦争に従軍させるか,或いは奴婢 として用い,都市に邸宅を築かしめて消費

的に使用するか,或いは砂金採取・糸紡ぎ e機織 り等,非農牧生産に用いるし

かない。

法制度のみならず,当時の経済事情もまたスペイン人を直接農牧生産から遠
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ざけた,原住民人口は依然棚密でその土地占拠は強固であ り,他方,市場たる

べき都市や鉱山は萌芽的たるにす ぎない。か くて,16世紀前半,農業生産 の

組織経営は,原住民の手中にとどまった。

世紀後半に至って局面は一転,エ ンコミエングの没落とアシエンダの拾頭が

はじまる。原住民人口の減少により,専ら貢租賦役に頼るエンコメンデロの収

入の流れは細る一方である。反面, 日を追って拡大する都市・鉱山市場への農

産物供給は,貢租をもってまかな うことが不可能になる。加 うるに,人口減少

は原住民の土地占拠を弛緩せしめ,土地横奪に対する抵抗は弱まり,かえって

進んで売 りに出す者があらわれる。か くて,土地を集積 し,賃金労働者を雇用

し,牡牛の牽 く黎を用いて粗放的農耕をなすことが,初めて可能とな り,ま た

初めて割のあ う営為となった。アシエンダが形成され,農業生産の相当部分が

スペイン人地主の組織するところとなる。これが,エ ンコミエンダからアシエ

ンダヘの移行にはかならない (1)。

か くのごとく両制度の間には構成上も歴史上も歴然たる不連続が存在する。

しかし反面,連続性もまた容易に見てとれる。 クエルナバ カにおけるエルナ

ン・コルテスはひとまず措 くとしても,他に多 くのエンコメンデロが信託地域

またはその近辺に土地を取得 してアセンダー ドに転身している。エンコメンデ

ロ中どれだけの者がこの道を進んだか。また, こうして成ったアシエンダは,

全体のうちどれだけの害J合を占めるか。Charles Gibsonは, メヒコ盆地のエン

コメンデロ36人中,土地を取得 した証拠のある者 13人を数え,エ ンコミエン

ダがそれ自体土地所有権を含まずとも,それが土地獲得を容易にしたことは確

かだとする。しかし一方彼は植民地時代末期の盆地のアシエンダの数を 160余

とする。36人のエンコメンデロからは説明のつかない数である(2).

本篇は,海岸部 ミシュテカ, トトテペク地方における移行の具体相を扱 う。

主要史料は,同地方の一牧畜アシエンダの権利証書冊子である。すなわち, ア

シエンダを構成するあらゆる地片について,所有権の発生 (冨1王庁下賜か原住

民からの購入か)に遡 り,爾来当今の所有者の所有に帰するまでの売買譲渡 の

証書すべてを綴 じ込んだものである。とくにこの場合アシエンダはこの地方屈

指の規模のものであるから,地方全体の社会経済史上きゎめて有用な情報を含

む (3)。
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冊子中に名の見える地主中,最 も重要なのは次の三人である。エンコメンデ

ロの女婿マルティン・ヌニェス,公証人エルナンド・ ラミレス,プェブラ市大

聖堂の扶持付僧 (raciOnerO)ペ ドロ・ ロドリゲス・ ピント.三者は三様 の個性

を備え, トトテペク地方の歴史上各々異った役割を果たした。たとえば, ヌニ

ェスがカカオ園を営んだに対 し,後二者は牧牛家である。また,前二者が地生

えの企業家であるに対 し, ピントはプエブラ市の住人である。本篇は主にヌニ

ェスのカカオ園の消長を扱 うであろ う。

1.背    景

トトテペクは僻阪の地である.プエブラ・オアハカ両市を結ぶ街道は,高地

ミシュテカの北端を抜ける.こ こでひと筋の支道が南へ発し,幾多の山系の重

畳する間を縫って,征服以前の市場町プトラに至ればそこから先は海岸地帯で

ある。この瞼岨な山道が, トトテペクが外界と交渉する唯一の玄関口だった・

西のアカプルコと東のグア トゥルコの間の大平洋岸にはひとつの泊地もなく,

海岸沿いの道は南シエラ・マ ドレから流れ落ちる数多の河流 に寸断 されてい

る(4)o17世紀初頭, トトテペ クの原住民がアカプルコ港城塞化工事 にか りだ

されたことがあるが,道程は 90レ グア,人跡稀れな土地で,途中に河は九筋・

いずれも徒渉すること能わず,その都度筏を組まねばならない。堪まらず副王

庁に訴えてこの労役を免 じてもらっている(5)。

トトテペク地方を流れる河は基、た筋,今 日ベルデ河,ア レナ河と名がついて

いる.海岸まぢかに追ったシエラ・マ ドレ山中を,バ ランカ(barranca)と 呼ば

れる深い渓谷を成 して流れるが,河口から 20な いし30 kmのあた りで広いデ

ルタに出る。ニツのデルタの間には,小川やバランカに切 り裂かれながらも小

さな山塊が残っている.我々のアシエンダはこのニッのデルタにまたがって形

成されたから,山塊はアシエンダを真中でニツに断ち割っている.

トトテペクは暑熱の地だが,比較的乾燥 している。征服以前から重要なカカ

オの産地であった。16世紀半ば, トトテペクのカシケ(caCique)財 産中には 31

のウエルタが含まれ (52と もい う)年 々82対quiplの収入をもたらした (6)。
Angel

Palermが述べている通 り,征服以前,新大陸にはオ リーヴもブドウもオ レン

ジもなかったから, ウエルタ(huerta)の 語が原住民農業について用いられるの
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は専らカカオの場合に限られた。カカオはアオギ リ科の常緑喬木であ り,生育

に大量の水を必要とする.メ ソアメリカにおいてそれだけの天水が期待される

のは,ただメキシヨ湾岸においてのみである。従って,そ の他の地域でウエル

タの語が用いられる時には,必ず灌漑が行われたと見てよい。実際, トトテペ

ク地方の村々の大半は,征服以前の灌漑の証拠文書を残している(7)。 ヵヵォは

征服以前通貨として用いられたから,市場町プ トラにおける高地 ミシュテカと

の通商は大いに繁栄 し, トトテペクの王に巨富をもたらし, トトテペクを「お

そらくミシュテカ最強の王国」たらしめた (8).

アステカ帝国の覇権の下で独立を維持したことで トトテベクは名高い。 しか

し,最後の皇帝モクテスマニ世の猛攻は,ア レナ河以西の貢租担納諸村を王国

か らもぎ取ったようである(9).ス ペィン人はこの現状を追認 し, これらの村を

「一本立ちの村 (pueb10 en si)」 と格付けした。 ピノテパ・デル・ レイ, ヒカヤ
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トトテペ ク地方のエンコミエンダ表 1

被信託村落名
エンコメンデロ名  王権に復帰し

(初代)    た年
貢租担納者数

1544     1570

1. Tututepec y

sus sujetos

don Luis de

Castilla
(XXXX)* 2,995     3,000

900

400

200

200

Tututepec

Pinotepa D. L.

Jamiltepec

Chayuco

etc.

2, JicayAn

Ayutla
Tetepec

l/2 Pedro Nieto (XXXX)
1/2 Cristdbal cL544

de Mafra

300

120

3. Cuahuitl6n

Pinotepa R.

Potutla

No  identificado antes

de

1536

30

115

28

25

100

10

4. Tlacamama Francisco de

Santa Cruz

5. Amuzgos Francisco de

Avila
(XXXX)

6. Zacatep,c Rafael de

Trejo
(XXXX)

Fuentes, Gerhard, 1972,pp. 380f.

Nimero de tributarios en 1544:Suma de Visitas,PNE,■

Nirnero de tributarios en 1570:Relaciones de los ObispadOs

de Oaxaca...,Dθ επ7ν 2ιπιOS Htsι び/′θθs′ι Mιχ′
`θ

,II,pp. 153-188.

*(XXXX):少 な くも 16世紀の うちには王権に復帰 していない。

ソ,ア ユトラ,ポ トゥトラ, トラカママ, クアウィトラン等の村々がこれであ

る。他方,ア レナ河以東の諸村, ピノテパ・デ・ ドン・ルイス,チ ャユコ, メ

チュアカン,ハ ミルテペク等は, トトテペクを首邑(Cabecera)と する属邑(Su‐

jetO)た るにとどまった.

上掲の表 1は , トトテペク地方の六ツのエンコミエンダについて,被信託村

落,初代エンコメンデロ,王権復帰の年,各村の貢租担納者数を示したもので
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ある。

地方行政司法は矯正官 (COrregidor)が 担当し,その居るところの官行を郡裁

判所 (juzgadO)と 称する。 クアウィトランのエンコミエンダが廃せ られた時,

初めてこの村に矯正官が任命され,旧信託地域の行政司法をエンコメンデロか

らひき継いだ。 ヒカヤンの半分が廃せられた時, ここにもうひとり置かれる。

1582年 前者が廃められて後, ヒカヤンの矯正官が全 トトテペ ク地方 の担当 と

な り,管轄地域にはやがてヒカヤン郡 (partidO)の名が冠せられた (10.

原住民人口の減少は一般に海岸地方において激甚かつ急速であった。「クア

ウィトラン地理報告書」において矯正官カンガスが述べるには, クアウィトラ

ン, ピノテパ,ポ トゥ トラは,1580年現在各々 150,100,150人 の貢租担純

者を数えるにすぎないが,曾ては各々 4万,10万 ,4万の総人口を誇っていた

とい う.些かの誇張はあるとしても, この地のかつての人口の利密さは,征服

以前の軍事活動の活発さからして疑いを容れない。カンガスによれば, この人

口減少は主に 1544年 の天然痘によって生 じたとい う。おそらく, この疫病が

あまりに多 くの人間を殺 したために,続 く 1563年 ,1576年の大疫病の時 には、

すでに殺すべき人間が残 り少なく,そのためこれらは深い印象を残さなかった

のではないか。「日毎に少なくなってゆ くのが明瞭に見てとれる。まことに繊 :

弱な人々だからである」(11)。

最終的に多 くの村々が消滅 した。L6pez de Velascoの 地理書によれば,1570

年の時点で トトテペクの属邑は依然70を 数えたが(12),今 日ナ ワ語や ミシュテ

カ語の地名を保つものは十村程にすぎない。一本立ちの村の中では, クアウィ

トラン,ア ユ トラ,ポ トゥトラが消滅,後二者の住人は 1599年 , ピノテパの・

村に移住を命 じられた (13).

2.ゥ ェル タ起業

トトテペクにおけるスペイン人の農牧生産はカカオから始まった。その起点

ヤま1560年及び 61年,ア レナ河デルタにおいて,ス ペイン人メルチョル・メヒ

アがポ トゥトラとアマティトランの村から購入した二つのウエルタである。先 :

に述べた通 リカカオはこの地方旧来の特産物であ り, メヒアはその栽培を復興

し,継承 したのである。彼とその後継者マルティン・メニェスは,爾来四半世
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沐己にわた リウエルタを経営することになるが,その経営は多 くの点において,

後れてやってくる牧牛業者たちとは異っていた。一言にして言えばこの原アシ

エンダは多 くのエンコシエンダ的要素を含み,最初に述べた移行の過程の中間

点を占めるのである。

1560年 12月 23日 ,ポ トゥトラのカシケ,ド ン・ディエ ゴ・デ・ コスマ ト

ルは トトテペクの村に赴き, クアウィトランの矯正官ディエゴ・セラノの前に

出頭,村の土地の一片を売るための許可状を請 うた.土地は海岸から2レ グア,

ポ トゥトラの村からも2レ グアの位置にあ り,縦横 2,000ブ ラサの正方形であ

る(約 1,120 ha)。 売却の動機は,村の人口が減って人手が足 りず,未耕地が

多くあるのでこれを利用することができないためだとされた。矯正官セラノは

買手 メヒアに命 じて席を外させ,カ シケとその随行の者に問 うに次の四項をも

ってした。①問題の土地は,いずれかの平民,或いは名族(principales),或 い

はその他第二者の所有地ではないか。②現在黎鍬を入れてあり,或いはかつて

入れたことがあるのではないか。③家が建っていた り平民が住みついていた り

して,売去Fに よりこれらに損害が及ぶことはないか。④売去「をなすことを欲す

るのは, 自由, 自発的にして善き意志に基づいてのことか。換言すれば,教唆,

強要, もしくは脅迫されてはいないか。原住民は前三項に答えるに否定をもっ

てし,売却の自発性をあらためて確言した。翌日許可状がおりると直ちに売買

の公正証書が作成され,価 100ペ ソで売買は成立した(14).

翌 1561年 5月 19日 , メヒアは上の土地に接して北側に,今度は トトテペク

の属邑アマティトランから土地を買いとる。村はすでに「貢租を支払い,教会

で用いる蟷その他の物品を買 うために」価 100ペ ソを受けとっていた。売却の

動機は同じく,人手不足のための耕作の不可能である。地片は南北に2:500ブ

ラサ,東西に1,500ブ ラサ,都合約 1,150 haの面積である(15).

こうしてメヒアは出費僅かに200ペ ソで2,170 haの土地を手に入れた こと

になる。当時の相場からして必ずしも不公正な取引ではなかった(16).

メルチョル・メヒア本人に関して判っている事実は少ない。1560年 と64年

には トラカママの村の住人。この間同村の域内に二片の土地を入手している。

後にトラカママのカシケとなるドン・ ドミンゴ・サルメロンの血縁の女を要っ

たものと想像される。ディエゴとフアンの二子を儲け,かれらはメヒア・サル
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メロンの姓を名乗ったからである(17)。

当時 トトテペクのエンコメンデロはまだ第一世代であった。 ドン・ルイス・

デ・カスティリャ。1502年 ,本国バ リャドリ地方に生まれ,親類 の女が エル

ナン・ コルテスに嫁 したことから新大陸の富への足掛か りを得た。1534年 ,

カルロスー世によって トトテペクを信託せられ,のち副王メンドーサにより銀

鉱の町タスコの矯正官に任ぜられた。ヌニョ・デ・グスマン追討, ミシュトン

戦争に従軍 したがさしたる功はない。メヒコ市参事会 (CabildO)の レヒ ドール

(regidOr)の 席を占め,形成期 クリオリョ寡頭制の代表者として重 きをな した

が,1565年,マ ルティン・ コルテスの陰謀に連座 して投獄せ られた(18)。 この

前年,1564年 9月 3日 ,メ ルチョル・ メヒアはタスコにエンコメンデ ロを訪

れ,ウ エルタ経営のための会社を結成する。 (ド ン・ルイスがこの地 にあった

のは, 自分の鉱山事業の世話をみるためであったろ う。)締結せられた契約から,

経営の細目を覗 うことができる。

会社は一種の合名会社であ り,固有の商号はなく,十箇年の期限がついてい

る。出資も利益配分も両パー トナーに均等である。期限満了とともに全会社資

産を等分する。両者の うち, メヒアは現地で経営にあた り,上の二地片とカカ

オの苗木とを拠出する。

ドン・ルイスの側は第一に,黒人奴隷 20個 (メezaS)を入手することを請負 う

た.先ず当座 6個,次いで 6個,さ らに四年以内に 8個を加える。購入代金は

ドン・ルイスがひとまず立替え, メヒアは経常費中相手の分まで払い込むこと

でその半額を償却する。

第二に, ウエルタに毎年 100フ ァネガの トウモロコシを調達する。 トトテペ

クとその属邑が納める貢租中から拠出するのである。奴隷の人数で割れば年ひ

とり5フ ァネガ。当時割当労役 (repartimiento)の 原住民に対する食糧給付が週

1ア ルムーであったのとはぼ等 しい。きっか り20人を養 うに足るだけを供給

したことになる(19).

征服直後,1525-31年 の期間に,エ ンコメンデロを当事者として締結 され

た会社契約 16件を JoS6 Mirandaが 分析 しているが,本事例と比較 して興味深

ぃ.16件中 10件はエンコメンデロ同志のもの, 6件には普通の入植者が参カロ

している。14件は金を採掘するため, 2件は豚を飼育するためのものである。



ラテ ンアメ リカ研究年報 1982            39

エンコメンデロの出資として際立っているのは,

①原住民奴隷 (数は50,100,或 いはそれ以上).

②これを扶養するための補給品(被信託村が貢租として納めるいろいろの食糧

衣類 ).

③原住民賦役 .

である(20)。 40年近 く後の我々の契約では,奴隷は今や原住民でな く黒人,数

において少なく,エ ンコメンデロは入手の労をとるのみで厳密には出資ではな

い。補給品は量において少なく, トウモロコシのみ。そして少なくも契約書文

面上は原住民賦役は拠出されな:い .1549年 の法令 に よって私賦役を徴するこ

とが禁ぜられていたからだが,後に見るように実際には不法の賦役労働力が用

いられた.

灌漑について定めた条項がある。施設の費用は差当 リメヒアが持ち,後で計

算書を ドン・ルイスに送って半額を うけとる。すでに 1561年 にメヒアは付近

の水源から水をひいていたから, この分の費用もドン・ルイスは半額を支払っ

たのではないか。期限満了の後も施設は共同で使用 し,各々のひく水は等量と

する(21)。 すでに見たように, この地方には元来灌漑のカカオ園が多かった。

付近に格好の水源があるところからして, メヒアのウエルタも征服以前からの

ウエルタで,労働力不足のため放棄されていたものと思われる。

当時,カ カオの価格は上昇しつつあった。 トトテペクを襲った 1544年 の天

然痘は,一方でメソアメリカ最大のカカオ生産地 ソコヌスコの原住民を激減さ

せ, この地方の繁栄に終止符を打った。 メヒコ市においてカカオの価格はかつ

てのカルガ宛 10-12ペ ソの水準から三倍三倍に騰貴したため,政府は価格統

制のための政令を発せねばな らなかった。1550年 に 15ペ ソ,翌年は 20ペ ソ

の天丼を定めたのである。この価格高騰は,今 日のエル・サルバ ドル西端にあ

たるイサルコス地方に,エ ンコミエンダに基づく強制栽培を開花させ,1560,

70年代にその繁栄は絶頂に達 した (22)。 メルチョル・ メヒアによるウエルタの

復興も,同 じ価格高騰に刺激されてのことと思われる。

ウエルタがその生産物を供給 していた市場に関しては史料がないが,消費者

が原住民であったことは疑いない。スペイン人は 1590年代に至るまで この飲

料を喫することをしなかったに対 し,かつて祭日以外の飲用を禁ぜられていた
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原住民平民層は次第にこれを常用するようになったのである。加えて,カ カオ

豆は依然小額貨幣として流通していた。例えば トラカママの村 で,1577年度

の村役人給与はすべてカカオ豆で査定されている。 メヒコ盆地, プエブラート

ラスカラといった原住民人口の綱密な地方はカカオの大消費地であった。メヒ

アのウエルタの場合,考え得る市場として最もそれらしいのは,高地 ミシュテ

カの原住民国家群である。これらは征服以前からトトテペクのカカオを買いつ

けていたし,ま た,16世紀には絹と羊毛の生産技術を修得して 自前 の産業 の

発展をみていたから,相当の購買力があったものと想像 され る(23)。 いずれに

せよ興味深いのは,スペイン人であるメヒアとドン・ルイスが原住民市場向け

の生産を行っていたことである。人口減少によって原住民経済体系に生 じた空

隙を,かれらは言わば居抜きで譲 りうけたのである。

エソコメンデロが参加する企業のためにはカカオはとりわけて有利な作物で

あった.元来土着のものであるから原住民農業を攪乱することが少ない。たと

えばスペイン人が持ちこんだ牛は急速に増殖 し,原住民の畑に侵入して莫大な

損害を与えた。当時の原住民にとって,土地の喪失よりはむ しろ牛による被害

の方が邊かに重大な蘭′さ事だったようである(24)。 原住民農業の攪乱は,エ ン

コメンデロの収入源そのものを掘 りくずす。この意味において, ドン・ルイス

が信託地域の農業企業に参加するにあた り,パ ートナーにメヒアを選んだのは

当を得た選択といえよう。

一見すると上の契約では,土地に比して食糧と奴隷の調達とが随分高 く見積

もられているかに見える。 ドン・ルイスは トウモロコシは拠出するが,奴隷の

購入費は結局は折半することになるのである。しかし,当時の経済事情の下で

はこの契約はまず穏当なものであった。人口崩壊のため,16世紀後半を通 じ

て トウモロロシは著しく騰貴する。メヒコ盆地において,16世紀前半にファ

ネガ宛 1/2な いし4レアルだったのが,17世紀前半には 8な いし12レ アルに

なっている(25)。 トトテペクでは,人 口崩壊の急速さか らして, 自由市場を通

じて調達し得たか否かすら疑わしい。自ら栽培して自給をはかるならば,食糧

に劣らず貴重な労働力をこれに害1かねばならない。奴隷一個の輸入港価格は,

16世紀には500ペ ソ前後であった。(17世紀に入ると200-300ペ ソに下がっ

た.)すなわち,20個を調達し,その半額を立替えたということは,5,000ペ ソ



ラテンアメリカ研究年報1982           41

の中期信用供与に相当するのである。加えて, この著しい売手市場で 20個 を

集めるには, メヒコ市 レヒドールの人脈が大きくものを言ったのではないか。

これに対 し,現地経営者の俸給は,後に見るように年 100ペ ソが相場であ り,

また,灌漑可能な 2,170 haと はぃぇ, メヒアが支払ったのは 200ペ ソにす ぎ

ない.植民地時代前半,人口崩壊期は土地が異常に値崩れした時代だったので

あ り,その故にこそアシエンダが成立し得たのである。

メヒアはこれ以上の土地を集積 しなかった.ご く小規模の牧畜を営むことは

したらしい。イヽ馬と牝牛合わせて 60頭ばか りを飼い,ま た,イ グアラパの公

証人バル トロメ・デ・ラ・ ロチャと会社契約を結んで 500な いし600頭 の山羊

を飼い, これらを「ウエルタの裏手の岩だらけの丘」で放牧 していた。この上

地の小商人 (tratante)ア ンドレス・キンテロに,小馬と瞬馬合わせて 100頭 を

ウエルタ付近に置かせてやったこともある(27)。 しかし,こ の規模は後述 の牧

牛業者たちとは比較にならないし,ま た彼は副王庁に牧畜エスタンシア用地の

下賜を願出ることもしなかった。

3.マ ルティン・ ヌニェス,征服者の女婿

1574年 9月 ,契約期限は切れ,両パートナーは会社を清算 し,ウ エルタ以

下の会社資産を均分する。すでにメルチョルは没し,その持分は二人の息子,

ディエゴとフアンの所有に帰していた。ところがかれらはカカオ栽培にあまり

気が乗らず,むしろ牧畜をなすことを望んだようである。このため ドン・ルイ

スは契約を更新せず,新しいパートナーを募った。

14箇月後,1575年 11月 9日 , ピノテパ・デル・レイに住むスペイン人マル

ティン・ヌニェスが ドン0ルイスをメヒコ市に訪れ,清算時にエンコメンデロ

の手に帰したウエルタの半分のそのまた半分を買いとり(代価不明),次いでこ

れを出資して,十年期限の会社を結成した.こ の時 ドン・ルイ スは 73歳。ま

だレヒドールの職にあったが,すでに失明して契約書に名を署すること能わな

かった(28).

マルティン・ヌニェスは, ヒカヤンのエンコメンデロ,ペ ドロ・ニエ トの女

婿でぁった (29)。 ニェ トは正真正銘 の征服功労者 (COnquiStador)で ある。1520

年,バ ンフィロ・デ・ナルバエスとともに渡来 し,テ ノチティトラン攻囲戦に
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参加,1522年には, トトテペクに対するペ ドロ。デ・アルバラ ドの遠征 に従

軍 している(30)。 ところが,かれの賜ったエンコミエンダは随分貧寒 な代物だ

った。1560年 の貢租査定において, トトテペクは 3,000ペ ソ相当の トウモロ

コシと現金を ドン・ルイスに納めることになっているのに対 し, ヒカヤンは,

カカオ・ トウモロコシ 。現金あわせて僅かに 200ペ ソにす ぎない(31)._口 に

エンコミエンダと言っても天地の差があったのである。

エンコミエンダがここまでさびれてしまっては, ニユ トは国禁を犯 して苛餃

誅求に走らざるを得ず,その結果 ドン・ルイス・デ・ベラスコの副王庁と正面

から衝突することになる。1558年 , ヒカヤンの村は虐待 と貢租 の超過徴収 の

かどでニエ トを王室聴訴院(Real Audiencia)に 訴えた。院は訴えを正当とし,

ニエ トに即金で 200ペ ソ,三年間にわたるカカオ 3ヵ ルガの貢租減額による損

害賠償を命ずるとともに, ヒカヤンの村に住むことを禁 じた。ところがニユ ト

は判決に従わなかったので,1563年 9月 6日 ,冨]王はヒカヤ ンの矯正官に重

ねて判決の強制執行を命 じている(32).ま た,1559年 , ニエ トはヒカヤ ンの原

住民中から荷担ぎ人夫 (tememes)を 徴 しながら,賃金を二年間にわたって支払

わなかったので,1561年 6月 17日 ,副王は貢租の差押えを命 じた (33)。 こぅし

た悪あがきが効を奏する筈もなく,ニ エ トが没 した時 (1565年以降)家族はす

でに窮迫 していた。1575年 3月 ,かれの嗣子フランシス コ・ニユ ト・マル ド

ォ ドは「貧 しく,父親の残した借金に追われている」と或る裁判の席上一証人

は述べた (34)。 か くの如 くニユ トは典型的な没落エンコメンデ ロだったのであ

り,女婿ヌニェスが自活の道を求めたのは無理からぬことであった.

新しい契約の内容は前のものと大 して変化がない。ヌニェスは経営にあたる

が,今度はその仕事の俸給として,年々の純益を折半する前にその中か ら100

ペソを うけとる。ウエルタの面積と奴隷の数が半分になったのに応 じて, トウ

モロコシ供給は年 50フ ァネガとな り,その徴収は今度はヌニェスの役日とな

る。奴隷の新規調達はしない.その代わ リヌ■ェスはアシエンダの経営に必要

な“mOzOs"を 適当な賃金で雇入れる(35)。

ウエルタの経営にあたって暫 く後, ヌニェスはメヒアの息子たちからウエル

タの持分四分の一ずつを買いとった。1578年 6月 にディエ ゴの分を価 720ペ

ソで,10月 にフアンの分を価 615ペ ソで購ったのである。ディエ ゴヘの 720
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ペソ中 500ペ ソの支払は土地をもってなされた。これより先, ヌニェスは副王

庁に請願 して,1576年 4月 付で大家畜エスタンシア用地一面を下賜されてい

たのをこれに充てたのである(36)。 この土地で兄弟は牧畜を始め るのだが,今

はこれを述べない。 ヌニェスはウエルタ半分に都合 1,355ペ ソを支払ったこと

になるが, この額からして明らかに売買は奴隷を含まない。多分兄弟は牧畜に

用いるために手元に残 したのではないか。

ヌニェスと土地の原住民の関係については興味深い事実がふたつある。第一

に,彼は トトテペ クとその属邑から年 50フ ァネガの トウモロコシを徴す るの

みならず, これに国禁の私賦役をも課 していたのである.こ れはエンコメンデ

ロの了解あってのことに相違なく, してみればこの私賦役は ドン・ルイスの側

の隠れた出資だったことになる.ト トテペ ク原住民の訴 えに よ り,1583年 9

月,副王はヌニェスに対 し改めてこの慣行を禁 じる旨通知 しているが, ヌニェ

スが遵ったかどうか疑わ しい (37)。 第二の事実は一見これに矛盾 してい るかに

見える。同じ年の 5月 ,王室聴訴院は判決を下 して, ヒカヤ ン郡裁判所副官

(teniente)デ ィエゴ 。アリアス・デ・サラサルが, トトテペクの原住民に対 して

行っている職権乱用 (内容不明)をやめさせたのだが,原告たる村の代人として

この訴えをなしたのは余人ならぬヌニェスであった。のみならずヌニェスは上

の判決がしかるべ く執行されるよう,代々の矯正官に圧力をかけ続けた。1590

年にヌニェスが没すると直ちに矯正官はこれを等閑にしはじめたので, トトテ

ペクの村は改めて副王に訴えて,判決を再確認す る旨の命令書 (1591年 10月

26日 付)を とりつけねばならなかった(38).ト トテペ クの原住民にとって,ヌ

ニェスは搾取者にして保護者を兼ねる存在だったことになる。

ウエルタは繁栄を続けた。ポ トゥトラから購入した部分には「古いウエルタ

(Huerta vieia)」,ア マティトランから購入した部分には「上のウエルタ(Huer―

ta de Arriba)」 と名前がついた。1586年 の時点で,カ カオ樹はその数 12,000

株,投下資本の額は 20,000ペ ソにのぼっていた.(こ の額はおそ ら く利潤 の

再投資を含むであろ う。)カ カオを植えてない部分では トウモ ロコシと綿花

を栽培 し,こ とに 1580年頃からはこれに「多数 の牡牛 とガニャン(gaian)」

を用いたと文書にある(39)。 ガニャンは賃金労働者を指す語 である。ヌニェス

のウエルタは,奴隷労働,賦役労働,賃金労働を併せ用いるきわめて複合的な
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生産組織だったのである。

4.牧 牛家たち との抗争・原住民 との同盟

ヌニェスがウエルタの経営者となった 1570年代は,ま た トトテペ クにおけ

る牧牛の起点でもあった。牧牛はやがて 17世紀にはこの地方の主産業となる。

市場は北のプエブラ市,その人口はこの時期急速に増加 してお り,1570年 の

市民権保持者 (VecinO)500人 が,1600年 頃に 1,500人 ,1620年 迄 には 3,000

人に達 している(40).総人口は 2,000人,6,000人,12,000人 と増 えたであろ

う・ 高地 ミシュテカの山道は,穀物を瞬馬の背に乗せて越えるならば収支償わ

ないが,牛ならば足が生えているから牛飼い数人で追ってゆけばよい。牧牛業

者たちは トトテペク海岸地方において,多 くの副王庁下賜を請願 し,各々一万

ヘ クタールを越える土地を集積,そ こに大畜群を放牧 した.牛は原住民の畑に

侵入して作物を喰い荒らしたので,村々は大いに苦 しんだ。ヌニェスのウエル

タはかれらと作物を同じくしていたから,当然同じ損害を蒙った。ヌニェスが

牧牛家たちと争い,原住民と同盟するに至ったのは,必然のな りゆきだったと

いえる。

a。 公証人ラミレスとの紛争

ヌニェスとの間に紛争を惹き起 した最初の牧牛家は公証人エルナンド・ラミ

レスである.ラ ミンスは 1559年 に文書に初出,爾来 1586年 に没するまで, ヒ

カヤンの郡裁判所で公正証書の作成に従事 した (41)。 か く本業に勤むかたわら,

この地方において様々の経済活動を営んだことが知られる。 ヒカヤン郡裁半J所

の吏僚たちの経済活動は大変興味深いので稿をあらためて論 じることにして,

ここではラミレスひとりについて, ヌニエスと関係する範囲でのみ扱 う.

ラミレスの土地集積は, ウエルタのあるアレナ河デルタにおいて始まった。

かれの入手 した最初の地片は大家畜エスタ ンシア用地一面。1575年 7月 ,か
のペ ドロ。ニエ トの遺児フランシスコに下賜されたもので,ア ユ トラの村域内,

海岸から半 レグアの位置にあった。前述の通 リニエ ト家は困窮してお り, フラ

ンシスコはその年の うちに,こ れを価 150ペ ソでラミレスに売払ったのであ

る(42).下賜は国王の名において副王がなすのだが,請願を うけた副王は先ず

土地の矯正官に命 じて,下賜によって第二者ことに原住民に損害が及ぶことが
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ないか否かを調査せしめる。これを調査手続 (diligencia)と 称す る。幸運に し

て権利証書冊子中に,上の下賜の調査手続一件書類が保存されているので,以

下に内容を要約しよう。

副王命令を うけた矯正官はフアン・デ・ レイバ,公証人ラミレスはこれに随

行 した.3月 6日 の日曜日, レイバはアユ トラ,ポ トゥトラ,ア マティトラン,

ピノテパの四村をまわって,調査の趣旨を告知し,カ シケに出頭を命 じた。最

初の三村では,こ の日教会に集っていた原住民の数を数 える.順 に,15人 ,

5ないし6人,12人であった。翌 7日 ,カ シケたちを従えて実地検分に出る。

アユ トラの村から2レ グア.ラ ミレスはデルタの景観を以下のごとく記した。

「ひとつの湖沼 (CharCO)を 起点として長大広闊な平野がひろが り,海にまで達

している。日測で 4レ グアもあろ うか。海岸に沿って幅は 8レ グア以上。その

向こうには小高い丘がいくつかと大きな湖沼がひとつ。ひと筋の川が海に向か

って流れ,平野を貫いている。」矯正官 レイバの下間に答えて,カ シケたちヤた

次々に,下賜により自分達の村には何らの損害も及ぶことはない,土地は沢 LLI

あるからだと述べた。一週間の後, レイバの命によリラミレスはメヒア兄弟を

訪れ, ウエルタに損害が及ぶか否かを尋ねたが,兄弟の答は原住民と同じであ

った。以上の調査に基いて, 4月 16日 , レイバは下賜を是とす るl旨 の意見書

(pareCer)を 認めて日1王 庁 に送付.7月 27日 ,下賜状発行。10月 30日 ,ラ ミ

レスによる購入 (43)。 最後の日付は,ヌ ニェスが ドン 0ルイスとt結 ぶ会社契約

に先立つこと僅かに 28日 である。

1579年 , トラカママの村は王室聴訴院にラミレスを訴 えた。訴因は数箇条 :

にわたるが,そのひとつは,何らの権利もない土地に家畜を入れて草を飼った

ことである(44)oメ ヒア兄弟の言に反 して,同 じ畜群はヌニェスの ウエリレタに

も侵入していたであろ う.かれが反撃に出たのは 1580年 であった。

この年, ラミンスはエスタンシアを拡大すべ く,同 じアユ トラ域内に新たに

下賜を請 うた。小家畜エスタンシア用地一面 と騎士禄地二面,合計 866 haが

その内容である。 4月 21日 ,副王庁は調査手続を命ずる命令書 を発行 し, 5

月 28日 , ラミレスはヒカヤン郡裁判所に出頭,こ れを提出 した。矯正官は不:

在で,受理したのは副官ディエゴ・アリアス・デ・サラサル (前出)である(45)。

翌 5月 29日 は日曜日,聖三位一体の祭日である。ア リアスはアユ トラの村
‐
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に赴き,教会堂の前に立って調査の趣旨を告知 し,その足でカシケらを従えて

実地検分に出た。場所は,「アユ トラからポ トゥトラ村へ通 じる道 をゆ き,丘

陵地帯(10maS)を抜け,平野に降 りようとするところ。近 くに葦原に囲 まれた

湖沼がふたつある.こ の平地で (ア ユ トラとポ トゥトラは)境を接す る。」下間

を うけて,ア ユ トラの村は自分達には何らの損害も及ばないと答えたが,ただ,

付属の騎士禄地二面を一面にしてくれないかと要望を述べた。

翌 30日 ,ア リアスはウエルタにヌニェスを訪れ,同 じ告知と質問をな した

が,かれは質問には後程答えるとして即答を避け,告知の公正証書に署名を求

められるとこれを拒んだ。

翌 31日 , ラ ミレスは「請願者側証人喚問 (InfOrmaci6n del parte)」 のため

i証人 5人を提出した.う ち 3人が原住民貴族で, トラカママの名族 ドン・ ミゲ

ル・デ・ ミランダ(33歳),ポ トゥトラのカシケ, ドン・バル タサル・ コルテ

ス (35歳),ピ ノテパのカシケ, ドン・ ミ:グ ル・マ ンリケ(25歳 )で あ る。 ド

ン・バルタサルは,20年前メヒアにウエルタを売った ドン・ディエ ゴ・コス

マ トルの嫡子である(46)。 かれの代でナフトル語の姓を捨てたのだろ う。

証人たちは異口同音に,土地はた くさんあるから自分達にも第二者にも下賜

に より損害が及ぶことはないと述べた。ピノテパのカシケは言い添えて, この

地点からアユ トラは 3レ グア,ポ トゥトラは 1ン グア半離れていると述べた.

ポ トゥトラの ドン・バルタサルは,「或る悪意ある人々により説得 された」に

拘わらず自分は上の女口く証言するのだと誇らしげにつけ加えた。

メニェスは翌 6月 1日 に行動に出た。アマティトランの村にいたアリアスに

一通の異議申立書 (COntradicci6n)を 提出し, 自分にはこの下賜により損害が及

ぶから, これをとり止めにして貰いたいと請 うたのである。なぜならば,例の

場所からウエルタまでは「半 レグアかもう少 し」離れているにすぎず, ウエル

タは土地の自然の湿 り気に依っている(es de humedad)た め,羊が歩 きまわっ

て草を食い,地面の蒸発率を高めたらカカオは枯死してしまう。そ うなれば,

「 自分がこれまでにウエルタに投 じた 3,000ペ ソ以上」が鳥有に帰す るであろ

う, と。

同日,ポ トゥトラの ドン 0バ ルタサルは前日の証言を撤回し,同 じく異議申

立をなした。実のところ,問題の場所はアユ トラでなくポ トゥトラの域内にあ
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り, しかも自分達の トウモロコシと棉花の畑に近いのでこれに損害が及ぶ。前

日反対の趣旨の証言をしたのは,村役人 (tequitlato)が 自分達 に場所を正確に

伝えなかったためである,と 。

同日の うちに公証人ラミレスは, ヌニェスの異議申立に対する回答書を起草

提出し,申立は「悪意に基 くもので事実に反する」とした。反論は五点にわた

り,即 日に用意 した文書としては驚 くべ く理路整然として委曲を尽 くしている。

第一に,問題の場所からウエルタまでは 1レ グア半離れてお り,加えて両者の

間にはアレナ河が流れ,小家畜すなわち羊と山羊はこれを越えることができな

い。第二に, ウエルタは灌漑されてお り,土地の湿 り気に依ってはいない。第

二に, ヌニェスは,以前の持ち主メヒア同様ウエルタ付近で牧畜を営んでいる。

「現在は牡馬と仔馬を飼ってお り,かつては牝馬を入れたことがあるが これは

ペ ドロ。ブラボに売った。また 200頭以上の山羊を飼ってい る。」第四に, ヌ

ニェスの意図は下賜を妨げておいて問題の土地をわがものとするにある.現に

その付近に権利なく小屋を一軒建てているし,次の如 く言明するのを聞いた者

がいる。あの土地を守るのに金を費すのも止むを得ない, ラミレスのものにな

らなければ,原住民は自分に占拠させてくれるだろ うから, と。最後に, メニ

ェスは昨夜ひと晩中ポ トゥトラの村人たちと一緒にお り,大いに脅迫的な言辞

を用いてかれらに異議申立をなさしめたのである.ついては,以上五点を証拠

立てるべ くあらためて証人を提出したい,と ラミレスは要望を述べ,副官ア リ

アスはこれを許 した。

一週間を経た 6月 8日 , トトテペクの属邑グアスパルテペクにおいて, ラミ

レスは証人四人を提出した.第一の証人は前回と同じトラカママの ドン・ ミゲ

ルで, ラミンスの論点を悉 く確認 した.ア レナ河は乾期,それも四旬節後でな

ければ徒渉できない。自分はポ トゥトラの ドン・バ ルタサルの妹婿で, 5月

31日 夜にはかれらと同席 して,ヌ ニェスが説得 (razOnamiento)す るのを この

耳でしかと聞いた。

第二の証人は ドン・バルタサル本人である.証言台上のその言動は些か異常

であった.ア リアスが宣誓をとるべ く司法杖を差し伸べ,その上に手を置 くよ

う命ずると,かれは宣誓を拒んだ.詰問されて渋々答えるには, 5月 31日 に

述べた通 り問題の土地はアユ トラ村のもので,下賜は無害である, 自分達の異
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議申立についてはマルティン・ヌニェスが知っている, 自分達は宣誓したくな

い, ヌニェスを召喚 してくれと言 う。アリアスは,宣誓をせねば強制手段をと

るまでだと脅し,ま た事実を述べさえすればよいのだと廉 したが,証人は遂に

態度をかえず, ヌニエスを呼んでくれ,かれが知っていると繰 り返すばか りだ

った。明らかに ドン・バルタサルは二人の有力者の双方から圧力をかけられ,

板挟みになって途方に暮れていたのである。

残る証人三名はいずれも郡裁判所の吏員で, ラミレスの同僚にあたる。ひと

りはヒカヤンの名族で,郡裁判所の通弁をつ とめ る トマス・デ・ラ・プラサ

(ナ ワトル・ ミシュテカ・スペインの三語に通 じている),い まひとりは公証人

のフアン・カルロスである。かれらはラミレスの論点を確認するとともに, 6

月 1日 より後ヌニェスから別々に聞いた直話としてほぼ同内容の証言をした。

両者の言 うところを総合するならば, ヌニェスの言は下の如 くである.自分は

かつてからラミレスが下賜を請願 したことを聞き知ってお り,或時ヒカヤンで

出会した折,かれに正確な位置を聞 うたが,言を左右にして答えなかった。自

分は腹を立てた。ラミレスが素直に位置を教えてくれたなら, 自分は下賜に容

吸するつもり.は なかった。 しかし,あの場所となれば話は別で, ウエルタに近

すぎるから,こ れを守るため手を打たざるを得ない,と ,

これらの証言によってアリアスは下賜に問題なしと判断し, 6月 12日 -13

日に「当局者側証人喚問 (InfOrmaci6n de oficiO)」 のため別に五人の証人か ら

証言をとった うえで, これを是とする旨の意見書を副王に送った。下賜状の発

行は 7月 21日 である。

この一件でラミレスのために大いに役に立ったのは,公証人として法律運用

上の経験を積んでいたことであろ う。法律家として几庸でなかったことは反論

書の出来栄えひとつからも明らかだが,何より水際立っているのはヌニェスの

異議申立を見越 して小家畜用地を請 うた点である。アレナ河は羊や山羊には越

えられないし, メニェス本人が山羊を飼っているから異議申立は根拠を全 く喪

失する。ラミレスははじめから,ひ とたび下賜が下ればこの小家畜用地で牛を

飼 うつもりだった.郡裁判所には,下賜状に示された家畜の種類を遵守させる

意思も力もないことを,そ こに勤めるラミレスはよく弁えていたのである。こ

れに対 してヌニェスはあまりに芸のない嘘をつきすぎた。岳父ニユ トの生きた
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征服時代ならばエンコメンデロはそれで押し通せただろうが,副王庁官僚制が

確立し,法の支配がそれなりに外形を整えた 16世紀後半にあっては,か れの

強引な力押しはもはや通用しなかった。これに加えて, ラミレスの郡裁判所で

の人脈がものを言った。証人に立ったデ・ラ・プラサとフアン・カルロスのみ

ならず,副官アリアス自身がかれと私的なつなが りを持っていたと考えるべき

理由がある。ラミレス没後,ア リアスは未亡人の後添えとしておさまりかえり,

その事業を継いだのである(48)。 してみれば,1583年にヌニエスがア リアスを

告発した前述の一件には,私怨によるところも大きかったかも知れない。

かくて, ラミレスの畜群からウエルタを守るために, ヌニェスは何らかの手

を打たぎるを得なくなった。かれの対策は,緩衝地帯の形成であった。上でラ

ミレスが得た村境の土地からウエルタまでの 1レ グア半を, これに先んじて占

拠してしまおうとしたのである。1581年から翌 82年にかけて, ヌニェスは大

小 5件の下賜を請願し,大家畜用地 1面,小家畜用地 1面,騎士禄地 9面を獲

得,併せて約 3,000 haを集積した。

表 2 ヌニェスが うけた下賜

拠典所場容内付番 号

1,

2.

3.

4.

5。

1581.11.17

1581.11.30

1582.8。 25

1582.8.25

1582.9.14

1gm2c

2c
2c
3c
1GM

Potutla

Potutla

Potutla

Potutla

Potutla y

Amatitlan

轟 :l翌酢
231

LdT,247v-248v

LdT,232v… 233v

LdT,240v-242v

LdT,234v_236v

Siglas:  GLI      Sitio de estancia para genado mayor

gn■        Sitio de estancia para ganado lnenor

c         caballeria

LdT    Libro de Titulos

Mrd    AGNⅣ l,ルκθルs

上の表に示す通 り,五件はいずれもポ トゥトラ域内に位置する。 ドン・バル

タサル以下の村民は, これらの調査手続に召喚された筈だが,異議申立をした

形跡はない.

ヌニェスの緩衝地帯は,少なくも一度ラミレスの行手を阻んだ.上表 4の下
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賜の調査手続は,1581年 9月 6日 付の副王命令に よ り,同年 10月 7日 ,副官

フアン・デ・エスキベルが執行 した・ ところが,翌 82年 7月 , ラミレスは別

に副王命令を入手 し, これを郡裁判所に提出,同 じ場所に大家畜用地一面を請

うた。エスキベルは誤ってこれを受理 し,調査手続にとりかかったが, これを

知ったヌニェスは 7月 26日 郡裁判所にかけつけ,前年 10月 の手続書類を示 し

て異議申立をなしたので,エ スキベルはこれをとりやめている(49)。

これより先ラミレスは, メニェスとの衝突の不利を覚って和解を申し出た。

1580年 にラミンスが得た問題の小家畜用地一面には,西側すなわ ち ウエル タ

側に騎士禄地二面が付属 している。これに接 して ヌニェスが騎士禄地二面 (表

2の 3)の下賜を うけることで境界が画定 したわけだが, この調査手続が終わ

らた時点で,ラ ミレスはかれに付属の騎士禄地二面 を値 50ペ ソで譲った。将

来 ヌニェスがこれを売る場合ラミレスに先取特権がある旨の条件付きである。

この売買によって境界は 1,400パ ソ(約 1960m)退いたことにな る。1581年 6

月 24日 ,公正証書がとり交わされた (50)。

この後暫 くラミレスの土地集積は舞台をベルデ河デルタに移すのだが,1584

年になってアレナ河デルタの紛争が再燃 した。1585年 12月 17日 , ラ ミレス

はメヒコ市市民 メヒア・デ・ラ・セルダから,ポ トゥトラ域内の大家畜用地四

面を譲 りうけた。ラ 。セルダはラミレスの代人として,最初からかれに譲渡す

る意思をもってこれらの下賜を請 うたのであ る。 うち一面は,1584年 1月 13

日付下賜で,調査手続は矯正官 ピネロ。ファルファンがなした。下賜状中に次

の文言がある.「同用地内に建物を設けるに際 しては,同 矯正官が (ポ トゥ ト

ラの)原住民に損害が及ばないと判断した位置にこれを設けること。」この一条

は明らかに,調査手続の席上ポ トゥトラ村から異議申立があったことを示 して

いる.

他の三面はウエルタの南側の海岸沿いに位置し,下賜の日付は驚 くべきこと

に 1592年 9月 5日 である。ラ・セルダが 1585年 になした譲渡はその後七年近

くにわた り無効だったのである。下賜状中にかな り長い説明があるので次に要

約する。調査手続はピネロ。ファルファンがなしたとあるから,多分上と時を

同じくしたに違いない。この時, ヌニェスとポ トゥトラ村とが異議申立をなし

た。矯正官の意見書は, ウエルタから法定の間隔 5,000バ ラを置 くならば下賜
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に差支えなしとしたが,冨I王庁 は一件を棚上 げに した。1590年 ,副王 ドン・

ルイス・デ・ベラスコⅡ世着任.暫 くのち彼はこの一件を再びとりあげ,王室

聴訴院半J事 ビリャヌエバ・サパタ博士に諮問した。博士は答申して,本件には

何ら新奇な問題はないので, ウエルタの所有権を尊重 し,法定の間隔を置 くな

らば下賜に差支えなしとした。この答申に基いて副王は漸 く下賜状を発行 した

のである(51).

これらの証拠が示すように,1580年の事件は四年間を隔てて繰 り返 された

のである。ヌニェスはポ トゥトラ原住民と再び異議申立をともにした。ポ トゥ

トラのカシケ, ドン・バルタサルは,前回の苦い経験にかかわらずヌニェスと

手を結び,今回は七年の猶予期間をかちえた.かれがこの同盟にふみきったの

は,如何せんスペイン人と共存せねばならないならば,牧牛家たるラミレスよ

りもカカオ園主たるヌニェスの方が相手としてましだと判断してのことであろ

う。また, ヌニェスがラミレスに対抗 して形成する緩衝地帯は,作物を同じく

す るかれらにも同様に役に立つ。ヌニェスヘの下賜状五件に,ポ トゥトラ村の

異議申立の痕跡がひとつとして見られないのは, ここに説明を求め うるであろ

う。

ラミレスは 1586年 中に没 した (52)。 未亡人も,後添えの副官ア リアスも,以

後 ヌニェスとの間に紛争の記録を残 していない。 しか し, この 1586年 ,い ま

ひとりの牧牛家を相手にヌニェスは争わねばならなかった。

b=扶 持付僧 ピントとの抗争

プエブラ市大聖堂の扶持付僧 (raciOnerO)ペ ドロ・ ロ ドリゲス・ ピン トは,

われわれのアシエンダの完成者である.自 らはプエブラ市で司教座の仕事をし,

僧籍に入る以前に生した一子エルナンド・ ピントが現地で経営にあたった。か

れらの没後,ア シエンダは或いは相続或いは売買により,プエプラ市在住の不

在地主の間を転々とすることになる。

ピントが トトテペク地方に姿を現わすのは 1580年 である.既に述べた よ う

に,1578年,ヌ ニェスはメヒア兄弟にウエルタの代価を支払 うに,一部分,

自ら下賜を うけた大家畜用地一面をもってした。兄弟はこの土地を経営 して,

二年後には牛 240頭,馬 6頭を飼っていたが,おそらく運転資金が逼迫 したの

であろ う, ともに会社を結成すべき投資家を募った。1580年 4月 26日 , ピン
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卜は トラカママの村にやって来て,かれらと期限十年の会社契約を締結する。

エスタンシアは家畜込みで 1,600ペ ソと評価され, ピントは同額の現金を出資

したから,双方の持分は均等である(53).

ところが翌年 8月 ,デ ィエゴ。メヒアは自分の持分四分の一を,価 950ペ ソ

でピントに売渡 し,か くてピントの持分は四分の三となる(54)。 次いで 1583年

3月 には,エルナイド・ ピントが上のエスタンシアに接 して新たに大家畜用地_

一面の下賜を うけ,事業は大いに拡大した(55).ピ ントにはメヒア兄弟 とは比

較にならぬ資力があ り,1586年 にはエスタンシアは牝牛 2,000頭 ,牝馬 500

頭を擁 していた (56)。 か くてヌニェスのウエルタは,東方・南方か らの ラ ミン

スに加えて,北方からの脅威に直面することになる。

1586年 ,エルナンド・ ピントは代人をたてて,新 たに騎士禄地三面 の下賜

を請い, 2月 23日 ,矯正官 ドン・マテオ・デ・マウレオンは調査手続 を執行

した。ヌニェスが矯正官の前に出頭 して異議申立をなしたのは翌々25日 .ピ

ントの請 うた地点は,1561年に故メルチョル・ メヒアがアマティトラ ンか ら

購入した土地に含まれているとい うのである。而して今回ヌニェスの意図はた

だに異議申立をなすにとどまらず,それまでにウエルタが蒙った損害の賠償を

求めるにあった。ウエルタの沿革と現況 (第 3節末尾参照)を略述 した後,かれ

は以下の如 く言を継いだ。二年前,1584年以来,ウ エルタ付属地におけ る ト

ウモロロシ・綿花栽培を中断するの止むなきに至っている。この年, ピントが、

エスタンシアに上の 2,500頭 の家畜を入れたためである.自分に対する妬心と

悪意とをもってこれをなしたのである.今回騎士禄地三面を請 うたのも, 目的

は農耕でなく,そ こで牛を飼 うにある。否,現在すでにその場所をピントの牛

群が闊歩 してお り,付属の畑地のみならず, ウエルタそのものの中にまで侵入

して, 自分とドン・ルイスが蒙った損害はすでに 4,000ペ ソにのばる。この損

害賠償を自分は王室聴訴院で争 う所存である。ついては郡裁半J所 においてふた

つの証拠書類を作成して戴きたい。第一に, ピントの畜群のウエルタ侵入につ

いて, 自分の提出する証人から証言をとり, これを公正証書に作成すること。

第二に, ウエルタとその付属地について,矯正官立会のもと公式の計測と境界

画定を行 うことである.

異議申立が受理されると,直ちにヌニェスは伴ってきた五人の原住民を証人
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として提出した。 うち二人はアマティトランの村民,残る二人はポ トゥトラの

カシケ, ドン・バルタサルと,ア ルカルデ(alcalde)を 勤めるアグスティン・ ヒ

メネスである。かれらは異口同音にヌニェスの言 うところを確認 した。

同日, 日の落ちない うちに一同は計測に出た。アマテイ トランから買い入れ

た「上のウエルタ」とその付属地の面積は 2,500 X l,500ブ ラサである。カカ

オ園に接 した一本の樹木から,土地の幅の半分,750ブ ラサを測ると,エルナ

ンド・ ピントが騎士禄地三面中の第三面を指定 した地点に達 した。ヌニェスの

陳述は証拠立てられたのである。次に,ポ トゥトラから買い入れた「古いウエ

ルタ」 (面積 2,000ブ ラサ平方)が計測され,1,000ブ ラサ測って達 した地点に

は,ア ユ トラとの村境を示す十字架と掛小屋があった.矯正官 ドン・マテオは

以上を公正証書に作成せしめた (57).

ヌニェスはメヒコ市に赴いて,王室聴訴院でピントに対する訴訟を起こす。

その詳細は明らかでないが,同年 9月 15日 ,上の騎士禄地三面は滞 りな くピ

ントの代人に下賜せられた (58)。 ぉそらくはピント側が,場所を少 しず らして

改めて指定し直 したのではないか。

三年後,1589年 4月 6日 ,判決を待たず してヌニェスはピン トの前に属 し

た。ウエルタの持分とその周辺に集積 した土地をピントに売渡 したのである。

ヌニェスを屈せ しめた条件としては,ふたつを指摘することができる。第一

は,エ ンコメンデロ・ ドン・ルイスの死である。その時 日は 不詳だが,1586

年の異議申立では共同所有者が ドン・ルイスであるのが,1589年の売渡では

その相続人たちとなっているから, この間であることは間違いない。おそらく

ヌニェスは, メヒコ市での訴訟にあたって, この市参事会員の影響力をたのむ

ところが大きかったであろう。第二は,カ カオの市況 で:あ る。1550年代の メ

ヒコ市におけるカルガ宛 30ペ ソの小売価格水準は,そ う長 くは維持 され なか

った。 ソコヌスコにとって代わった中米イサルコス地方の生産はすでに絶頂期

にあ り,1610年代まで活力を失わない。加 うるに,こ の地方 の生産は依然エ

ンコミエンダ制下の強制無償労働に基いていたのである(59).

売買されたのはウエルタ2,大小のエスタンシア用地各 1面,騎士禄地 11

面,計 5,200 haば か りである。価 2,800ペ ソは分割払される。この 89年 5月

末 日に 800ペ ソ,八箇月後,1590年 2月 1日に 1,000ペ ソ,更 に八箇月後 ,
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同年 10月 1日 に 1,000ペ ソである(60)。

領収証は二通しか残っていないが, これを見るにピントの支払は少 し後れた

らしい。1590年 9月 20日 , ヌニェスは 750ペ ソを受領.ピ ントが現金 625ペ

ソ,パ ー トナーの司祭 レオンが現金 100ペ ソと25パ ソ相当の銀製塩入れを,

郡裁判所副官ディエゴ 。ペ レスに預けてあったのを受取ったのである。最後の

支払は 923ペ ソで, 日付は 1591年 3月 25日 .金額が半端なのは支払遅延の分

の利子が加算されているためだろ う。受取人は トトテペ クの司祭 ディオスダ

ド・ トレビニョ,マルティン・ヌニェスの遺産管財人とある(61).ヌ ニェスは

この間に死んだのである。

ウエルタの売却とヌニェスの死は, トトテペク地方における一時代の終焉を

画 した。スペイン人による原産作物の栽培,原住民農業の継承は,新大陸生態

系にとって未知の大型草食獣の大量飼育によって息の根をとめられ,併呑せら

れた.か くして,長い長いアシエンダの時代がはじまったのである.

ドン・ルイスが没 した時, トトテペクのエンコミエンダは,長子 ドン・ペ ド

ロ・ ロレンソ・デ・カスティリャが一括相続 した。 しかし, ウエルタの持分四

分の一は,長子相続 (mayOrazgo)指 定手続を経ていなかったため,相続に際 し

二等分せられ,八分の一が被相続人の女婿 ドン。ロペ・デ 。ソサの手 に渡っ

た。 ドン・ペ ドロ。ロレンソの家計もどうやら火の車だったらしく,新パー ト

ナーのピントに 1,000ペ ソの借金をする。その返済を迫られて, トトテペクの

エンコミエンダからあがる貢租をこれにあてた。す なわ ち,1596年 と 97年の

クリスマスに納入される貢租中から 500ペ ソずつを返済に充当することを約束

したのである.と ころが, これが空手形と判明した。いまひとりの債権者, プ

エブラ市 レヒドールたるアントニオ・ ドゥランに同様の約束が してあったので

ある。これを知ると直ちにピントは ドン・ペ ドロ・ ロレンソの任地 トラスカラ

に赴き(かれは三年来この地の矯正官の任にある),返済の代わ りにウエルタの

持分を売渡すことを迫って,1596年 2月 24日 ,こ れ に成功 した (63)。 か くし

て,エ ンコメンデロはウエルタの経営から退き, トトテペクの農牧生産は,エ

ンコミエンダに由来する資源への依存を絶ち切ったのである。
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結 論                ,

海岸部 ミシュテカにおけるエンコミエンダからアシエンダヘの移行は,ひと

つの中間的な制度を経由した。マルティン・ヌニェスのウエルタがそれである。

トトテペクとその属邑群のエンコメンデロ, ドン・ルイス・デ・カスティリ

ャは, 自らこの地域に土地を獲得 して,エ ンコミエングを直営農牧企業に変え

ることはしなかった。その代わ りに,土地を入手 した地元企業家との間に会社

を結成 したのである。我々はかれをひとつのスペクトラムの中程に据えること

ができる。その一方の端には, クエルナバカ周辺のエンコミエンダを一大直営

企業に変貌させたエルナン・コルテスが居 り, もう一端には,ペ ドロ。ニエ ト

をはじめとして,賦役課徴権を失って後,半ば年金生活者 と化 して没落 して

いった群小の征服者たちがいる.他方 ヌニェスのウエルタもまた,農牧生産の

組織形態としてもうひとつのスペクトラムの中程に位置する。エンコミエンダ

とアシエンダ, さらに敷延するなら所領と企業,その双方の諸々の属性が織 り

合わされて,ひ とつの独特の生産組織をなしているのである。

第一に,生産物が原産作物である。カカオとトウモロコシ,綿花であって,

将来この土地のスペイン人企業の主産物となる牛ではない。一般にエンコミエ

ングの下では原住民が生産主体た り続けるのに対 し, この事例では経営権がス

ペイン人ヌニェスに移っている。に拘わらず,生産物は従前のままなのである。

ウエルタ起業の年 1564年 は, ソコヌスコの没落とイサルコスの興隆 との間隙

にあた り,カ カオ栽培は確かに有利であった。 しかし, この好市況が去 り,逆

にプエブラ市場の成長が牧牛業をいよいよ有利たらしめつつある時, ドン・ル

イスは方針をかえることをしなかった。 メヒアもヌニェスも山羊・小馬・瞬馬

の飼育に手を染めはしたが,決 して大規模な牧牛を営むことはなかった。

第二に,ウ エルタ経営のための投入財中に,エ ンコミエンダに由来するもの

がある。合法的で,その故に契約書文言中に明記されているのは,黒人奴隷の

ための食糧調達,すなわち,貢租中から拠出され る 100乃至 50フ ァネガの ト

ウモロコシである。非合法で,そ の故に契約に記されてないのは, トトテペク

から徴せられる原住民賦役労働力である。しかしまた一面, ウエルタは賦役の

みに依存 したのではなく,奴隷労働,そ して賃金労10Jを も用いたのである。ウ

エルタの投入労働力は,強制労101と 自由労働との混成であった。
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第三に,原住民に対する態度において,経営者マルティン 0ヌ ニェスは少な

からずエンコメンデ ,一般と共通するところがあった。搾取者たると同時に保

護者を兼ねる,その意味で両義的な社会的機能を備えた存在でかれはあった。

エンコメンデロは貢租賦役を徴する。 しかし,市場における交換でなく,上方

的な贈与に基づ くこの種の搾取においては,搾取することは同時に依存するこ

とである。搾取者は被搾取者を他の搾取者から守らねばならず,ま た被搾取者

の最低生存に無関心ではあ り得ない。

アンティリャス時代,そ して大陸時代初期においては,エ ンコミエンダは確

かに,ただひたすら搾取的な制度だったようである。新大陸はこの時期,食べ

きれないほど実をつけた果樹であるかに思われた。征服は今や酷であったから,

今手元にある原住民村を食い荒 して駄 目にしてしまっても,新 しい遠征に参加

して命を張れば,ま た別の村が手に入るであろ う。ところがやがて競争者が増

え,逆に原住民が減 り,征服も先が見えはじめると否応なく, 自分の老後と子

々孫々の安逸が原住民の生死如何に懸っていることにエンコメンデロたちは気

付いた.新法撤回ののちエンコミエンダ相続権が確保されたかに見えたこと,

王権の規制が厳 しくなったことも手伝って,ほぼ世紀半ばを境にエンコメンデ

ロの態度に大きな変化が生 じた。

Simpsonは ,こ の時期エンコメンデロの対原住民関係は“paternalisticand fe‐

udal"の性格を帯びるに至ったとし (「 これを博愛と間違 えてはいけない」と

尤 もな但 し書が付いている),証拠として信託原住民を外来者から守った例を

いくつか挙げている。この中に,1550年,Zacatulaの 矯正官が土地 のエ ンコ

メンデロに訴えられた事件があるが(64),1583年 ,副官ア リアスとヌニェスの

一件はこれと相似形をなすものといえよう。 しか し, この側面におけるヌニェ

スの活動で最もめざましいのは,原住民と同盟 しての牧牛アシエンダに対する

戦いであった.

「エンコミエンダは原住民人口が根本的な変化なく生きのびることを要求す

るに対 し,ア シエンダのシステムが発展するためには,原住民社会が破壊され,

その成員が農業プロレタリアー トに転身することが必要である」と述べたのは

Robert G.Keithだ が(65), この定式は過度の単純化の識 りを免れまい。共同体

から切 り離され,ア シエンダに住みついた常雇労働者は,農業労働の季節的性
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格からして極めて高 くつ く。かれらの数を最小限におさえ,播種・収穫時には

大量の臨時雇労働者を雇入れてこれを補 うことが,農業アシエンダ経営上の要

諦である(66).メ ヒコの中部・南部においては,原住民共同体 こそが, この種

の労働力の貴重な安定的供給源であった。それ故に,ア シエンダの利益関心は,

共同体から生存資源 (こ とに土地)を奪い尽 くしてこれを解体 し,成員を離散に

至 らしめるにはなく,む しろ,成員が補足的収入を求めてアシエンダに出稼ぎ

に来る迄になったら,そ こで土地横奪の手を緩めるにあった。チャルコ地方に

関する JOhn H.Tutinoの 研究の示唆するところである(67)。 この意味で農業ア

シエンダもまた,エ ンコミエンダ的両義性を残 していたと言ってよい。

しかし,牧畜アシエンダの場合は事情が違った。必要投入労働力は農業に比

して小さく,かな り高度の熟練を要 し, しかも仕事に比較的季節性が少ないた

め,原住民共同体からの出稼ぎ労働者は用をなさず,ま た必要とされない (68)。

このため,ア センダー ドは,原住民の生存・共同体の存続に無関心であ り得る。

反面,同 じ理由から,労働力を折出させるため,意図的に原住民社会を圧迫す

る必要もないわけだが,無関心はこの場合悪意よりも無慈悲だった。ラミレス

とピントの畜群は全 く無頓着に村々の畑を荒らし, メニェスが トウモロコシや

賦役労働力を依存しているトトテペクの属邑を荒廃せしめようとした。他方ポ

トゥトラの原住民にとって,作物を同じくし,その故に被害をもまた同じくす

るヌニェスは自然の同盟者であった。1580年代いっばiい 続いた ヌニェスの苦

闘の背後に,常に原住民たちの協力が見てとれる理由はここにある。

ヌニェスの死によって原住民は同盟者を失い,牧牛業者とその畜群はあらゆ

る覇絆を脱した。その後八年にしてポトゥトラの村は消滅し,おそらくこれと

前後してアマティトランも同じ運命を辿った。アレナ河のデルタは茫々たる牧

草地のひろが りと化したのである。

固有名詞原綴一覧

地 名

アカプルコ(港): Acapulco; ァマティトラン(属邑): Amathlin; ァュ ト

ラ(村): Ayutla; ァンナ(河 ):Rlo de la Arena; イグアラパ (村): Iguala‐

pa; イサルコス (地方): IzalCOS; クァゥィトラン(村): Cuahuitlan: グァ
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スパルテペ ク(属 邑): Guaspaltepec; グァ トゥル コ(港): Guatulco; クェ

ァレナバ カ (ビ リャ): Cuernavaca; ソコヌスコ(地方): SocOnusco; タスコ

(鉱山):Taxco; トトテペ ク(村):Tot6tepec(Tututepec); トラカママ (村);

Tlacamama: トラス カ ラ(市 ): Tlaxcala; ヌエバ 。エ スパ ニャ(王領 ):

Nueva Espana; バ リャ ドリ(地方): Vallad01id; ヒヵャ ン(村): Jicayin;

ピノテパ・デ・ ドン・ル イ ス (属 邑): Pinotepa de don Luis; ピノテパ・ デ

ル・ レイ (村): Pinotepa del Rey; プエブラ(市 ): Puebla; プ トラ(村 ):

Putla; ベルデ (河 ): R10 Verde; ポ トゥトラ(村): Potutla;  ミシュテカ,

高地・海岸部 (地方): Mixteca Alta&COstera; メヒコ(市 ): Mё対Co; オ

アハカ (市 ):Oaxaca;

人 名

ア リアス・デ・サラサル,デ ィエゴ: Arias de Salazar,Diego; ェスキベル,

フア ン・デ: Esquibel,Juan de; ヵステ ィリャ, ドン・ペ ドロ・ ロレンソ・

デ: Castilla,dOn Pedro Lorenzo de; カ ス ティ リャ, ドン・ル イ ス・デ :

Castilla,dOn Luis de; ヵル ロス, フアン: Car10s,Juan; ヵンガス, コス

メ・ デ: Cangas,COsme de; キ ンテロ, ア ン ドレス: QuinterO,Andr6s;

コスマ トル, ドン・ディエ ゴ・デ: Cosumatl,don Diego de: コルテス,エ

ルナ ン: Cort6s,Hernin; コルテス, ドン・バルタサル : Cortё s,don Bal‐

tasar; サル メロン, ドン・ ドミンゴ: Salmer6n,don DomingO; セラノ
,

ディエ ゴ:  Serrano,E)iego;  ソサ, ドン・ 口′くoデ :  SOsa,don Lope de;  ド

ゥラン,ア ントニオ: Duran,Antonio; トレビニョ,デ ィオスダ ド: Tre―

vho,Diosdado; ニェ ト, ペ ドロ:Nieto,Pedro; ニェ ト・マル ドナ ド, フラ

ンシスコ: Nieto n/1aldOnado,Francisco; ヌニェス, マル ティン:N■iez,

Martin; ピネ ロ・ ファルファン, フランシス コ: Pinelo Farfan,Francisco l

ビリャヌエバ・サパタ, ルイス・デ:Villanueva Zapata,Luis de; ピン ト, エ

ルナ ン ド: PintO,Hernando; プラサ, トマ ス・ デ・ ラ: Plaza,TOInis de

la; ベ ラス コ,ド ン 。ルイ ス・ デ (父 。子): VelaSco,don Luis de(padre e

hijo); マウレオン, ドン・マテオ・デ: Maule6n,don Mateo de; マ ンリ

ケ, ドン・ミグル: Manrique, don LIiguel; ミランダ, ドン・ ミゲル・デ:
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A/1iranda,don～ liguel de; メヒア, メルチ ョル:Meiia,WIelchor; メヒア・

サル メロン,デ ィエ ゴとフア ン: Meiia Salmer6n,Diego&」 uan; メヒア・

デ・ ラ・セルダ,デ ィエ ゴ:Meiia de la Cerda,Diego;メ ン ドーサ, ドン・ア

ン トニオ・ デ: Mendoza,don Antonio de; モ クテ ス マⅡ世 : MOCtezuma

II(XOCOyOtzin); ラ ミレス, エルナンド: Ramirez,Hernando; レイバ, フ

アン・デ: Leyva,Juan de; レオ ン, エルナ ン ド・デ: Le6n,Hernando de;

ロチャ,バ ル トロメ・デ・ ラ: Rocha,Baltolom6 dc la; ロドリゲス・ ピ ン

ト, ペ ドロ:  Rodriguez Pinto,Pedro;

圧

* 本篇は拙稿 “De la huerta a la hacienda:El origen de la prOducci6n agropecuaria

cspaiola en la Mixteca Costera,1560-1612",cttS′ θγJα ttχ iθαπα,fOrthcoming)と 同じ

研究調査に基くが,主題を限定し,補足説明を加え,史料引用をパラフレーズした.

エル・コンヒオ・デ・メヒコ歴史学研究科の Rodolfo Pastor教 授に懇切な指導と貴

重な助言を戴いた。記して満腔の謝意を表する。

(1)Vid・ BOrah,1975;Gibson,1964;Zavala,1973.

(2)Lockhart,1969,p.418:Gibson,1964,pp.64,275,289.Vido Chevalier,1976,pp.154

_160.

(3)参照 したのは,原本汚損のため公証人により作成された写 し(testimOnio)。 1708年 ,

プエブラ市において,時のアシエンダ所有者の依頼により,Foja版用紙 449枚裏表に

筆写せられた。詳細は参考文献 目録を見よ。

14)Rι′αεj6π Cπα力π″″ごη,1580,XXXiV.

(5)Zavala&castelo,1936-46,VI,p.260.メ キシヨ陸軍省の地図 (縮尺十万分の一)を

参照 した。 レグア(legua)は 4,190m,5,000バ ラ(Vara)に 等 しい。

(6)CαεたαZ″,p.81.単位 Xiquipilは 果実 8,000個 ,1/3カ ルガ(Carga)に 等 しい。1カ ル

ガは 2フ ァネガ (fanega)。 .1フ ァネガは 12ァ ルムー(almud)に 等 しく,55.5ι.,90.8′

の両説がある.

(7)Palerm,1972,pp.47-51,54_62.

(8)Dahlgren,1966,pp.198_203.

o)Davies,1968,pp.196_203.

llol  Gerhard, 1972, p. 381.

仁⇒ Rθ′αε′
`η

 Cπαんπグ′J′ た,1580,v.ト トテペクの軍事活動に関しては,Vid.Davies,1968,

pp. 192 ff et passiln.

o, AGNM,動ググθs,vol.6,2a.parte,exp.914,933,954,976,987,2″ /αs,vol.83,exp_

13, ff.361v-362.
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(o L6pez de VelascO,1894,p.234.

02■ ∬.254_261.四 項の下間については,宙d.GibsOn,1964,p.281;Chevalier,

1976,p.262.1ブ ラサは 1.68m。 2バ ラ(Vara)に等しい。

(0 」り■ ff。 261_266v.

(O Chevalier,1976,pp.266f,268f.

(つ ニグ■ ■.258,261-266v,290。

αO つたεグθκα″′θ Pθ /″

“

α,pp.398f;Zavala,1973,p.445,鰯 ■ f。 289v.

09 」り■ 1.289v_294v.

00 Miranda. 1965, pp.34_40。

20 17■ f.246.

o MacLcod,1973,pp.68_95,249∬ ;Borah&C00k,1958,pp.36f.

o MacLcOd,1973,loc.cit.;GibsOn,1964,pp.348f.ト ラカママの給与査定 は AGNM,
fκグ″θs,v01. 11, exp。  140。

②  Chevalier,197o,pp.125_136;GibsOn,1964,pp.280f。

ω GibsOn,1964,pp.311_314,452∬。レアル(real)は 1/8ペ ソ.

①  Aguirre Beltran,1972,p.44.

②  ι″■ ∬.214_221v.

120 二″■ f.298。

① ク■ f.150。

① AIvarez,1975,“ 735。 NietO,Pedro".

OD EⅣユ IX,pp.23,38。 「私人に信託せられた原住民村落に関する報告書―-1560年
1月」

3o AGNM,■をだθごθs,vol。 7,f.53.

oo AGNM,滋 /εθ″ιs,vol.6,f.333.

3り 」盟■ f。 120v.

30 ク■ ∬.125-131v.“mOzOs"と は,単なる労働者というよ りは,経営や技術的な仕

事にあたるスペイン人か混血の助手であろう。1530年頃の用例では,こ の語はスペイ

ン人の羊飼いに用いられている。当時の原住民は羊に不矧‖れであったから,羊飼いは

高度の専門職だったのである。Miranda,1965,p.33.

60 」り■ ■.267… 273.

3つ AGNM,ル″あs,↓Ol.2,exp.1012.位 置関係からしてこの賦役は, トトテペク首邑

からではなく,属邑アマティトランから徴せられていたのであろう。

3o AGNM,ル″′θs,v01.5,cxp.993.

09 」り■ ∬.66_69v。

rdol Gerhard,1972,p.222.

こつ Cα
`′

εαZ″,p.82.1559年 6月 28日 , “FernandO Ramirez,escribanO del juzgado"

o″ ■ ■.127-131.副 王庁下賜 とは,国王の名において副王がなす土地の供与であ
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り,一元的・排他的所有権を発生せしめる。次の三種が供与せられた.(尚 ,1バ ラは

0.838m)

1.大家畜エスタンシア用地 (SitiO de estancia para ganadO mayor):5,000x5,000

varas(1,756 ha.)大 家畜とは牛馬を指す。

2.小家畜エスタンシア用地 (SitiO de estancia para ganado menOr):3,333x3,333

varas(780 ha。 )小家畜とは羊と山羊を指す。

3.騎士禄地 (Caballeria):552 x l,104 varas(43 ha.)農 地であ り,家畜は黎を牽く以

外に入れられない・

CO 」L″ 711・ 108-124;Vido Chevalier,1976,p.132.

o AGNM,η″″αs,vol。 43,exp.2.

0 認■ ∬・199・227v.以下,こ の調査手続に関し,特に明示しない限 り典拠はすべて

同所.

14612■ f.281.

0″ ■ ■・104_106v.

o ″■ f。 62v.

191 ″η ∬・249v_251.

① ″■ ∬・100-103。 当時この地方では,測量技術の水準から,土地の計測は一次元

的になされることが多い。例えば,大家畜用地一面は 5,000× 5,000バ ラで 1,756 ha

だが,実際にはこの正方形を測 りとることはせず,長さ5,000バ ラの直線を一本測る

だけである。大家畜用地はこの直線の両側に漠然とひろがつているものと観念された_

実際に用いられる単位はバラでなく,パ ソ(pasO de Salom6n)で ,12≠ 3バ ラにあたる。

(こ のため Vara de cinco terciasと も称する。)郡裁判所はこの長さの原器を備えており,

計測の用があるごとにこれを用いて 25乃至 50パ ソの紐∈Ordel)を測 り出し,こ れで

計測する。立ち木等を起点として,大きな尺取虫のように測ってゆき,終点に木製の.

十字架等を立てて境界標 (mOi6n)と する。

興味深いのは騎士禄地の場合である.1537年,副王メンドサはヌエバ 。エスパニャ

の騎士禄地を 552 x l,104バ ラの長方形に統一 し〕たが,(CheValier,1976,p.86)一 次:

元的計測法ではこの長辺が測られた.と ころが 1,104バ ラは約 662.4パ ソであり,25,

乃至 50パ ソの紐では測れないので,方便として 700パ ソを測 り出すのが常であった。

騎士禄地が複数の場合には,短辺を接して長辺方向に並んでいるものと考えられるの

で,1,400パ ソ,2100パ ソの直線が測られるのである。だから,騎土禄地は現代凡|

に面積をとってこそ 43 haで ェスタンシア用地とは比較にならないが,当時の計測法「

ではなかなか馬鹿にできないのである.υ ■ ff・ 78v_87vの計測例を見よ。)

6D ιご■ ff・ 95_99v.

150 厳密には,1585年 12月 17日 (″■ f・ 98v)か ら,1587年 1月 24日 (ク■ f・ 185v〉

の間である。

631 ιグ■ ff。 156-161v。
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ぐ0 二′■ ff。 161_164, 181v_182.

651 ttJT,ff.164v_166v.

1561 ニグT,ff。 275_275v.

ω 2■ ∬.274_282v。 前述の通 り,騎士禄地三面の下賜は,境界が 2,100パ ソ(約 2,900

m)前進することを意味する。

1581 ニガr,ff。 273-274.

69  NIacLeod, 1973,pp. 250f.

lml ttJT,ff.283-287v.

16D ″ r,ff.252_254.

K621 Zavala,1973,p.591.

031 二ごT,ff.287v-288v;Zavala,1973,p.595.

1641  SimpSon, 1950,p. 154.

《り Keith,1971,pp.437v.

061 Katz,1974,pp.3-11。

(71 Tutino,1975,pp.498ff,520_524.

(め 一例を挙げるならば,植民地時代を通じて,治安維持上の都合により原住民平民層

は乗馬を許されなかったから,カ ウボーイがつとまる筈もなかった。

球 AGNM文 書の検索については,Spores&Saldanaの精細な索引 (Wanderbilt Unive‐

rsity Anthrop010gical PublicatiOns,AGNM付 属図書館蔵)に負 うところがきわめて大

きい。
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